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第１回「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」 議事録 

 

開催日時：令和３年２月２４日（水） 

午後２時２分から午後３時５６分まで 

於：オンライン開催 

 

［出席委員］ 

田中座長，池上委員，佐藤委員，高橋委員，田村委員 

 

［省庁出席者］ 

（出入国在留管理庁） 

松本次長，佐藤審議官，上原総務課長，近江政策課長，根岸在留管理課長，田平

在留支援課長，稲垣外国人施策推進室長 

（内閣官房） 

初又内閣参事官 

（総務省） 

上坊自治行政局参事官（国際担当） 

（文部科学省） 

氷見谷国際課長 

（厚生労働省） 

石津外国人雇用対策課長 

 

 

１ 開 会 

○稲垣外国人施策推進室長 本日は，御多忙中にも関わらず，本会議に御出席い

ただきまして，先生方におかれましては誠にありがとうございます。 

  本日，冒頭部分でございますが，進行させていただきます出入国在留管理庁

の外国人施策推進室長をしております稲垣と申します。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

  本日は新型コロナウイルス感染症の感染予防ということもございまして，オ

ンラインにより開催させていただくこととなりました。いろいろと不便なこと

もあるかと思いますが，是非御協力，御理解のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

  それでは，本会議の開催に当たりまして，まずは出入国在留管理庁次長の松

本から皆様方に御挨拶申し上げます。 

  次長，よろしくお願いします。 
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○松本次長 次長の松本でございます。よろしくお願いいたします。 

  田中座長をはじめまして有識者の皆様におかれましては，お忙しい中，当有

識者会議の委員をお引き受けいただきありがとうございます。第１回会議開催

に当たりまして，一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

  我が国における在留外国人数は，昨年６月末時点におきまして，２８８万５，

９０４人でございました。過去最高となりました令和元年末と比べまして，新

型コロナウイルス感染症の影響に伴い外国人入国者数が大幅に減少したことな

どから約４万７，０００人の減少となっておりますが，我が国の在留外国人数

が総じて増加傾向にあることは皆様御案内のとおりと承知しております。 

  また，我が国が本格的な人口減少社会に突入してから久しく，令和元年の人

口動態統計によりますと，出生者数が約８５万５，０００人と過去最少となる

中で，死亡者数は約１３８万１，０００人と戦後最多となっております。少子

化に歯止めが掛かっておらず，このままでは今後，我が国の人口減少は加速度

的に進行していくものと予想されております。このように人口が減少し，労働

力人口も減少する中，我が国で働く外国人の数は年々増加しております。この

ような状況に鑑みますと，現在，新型コロナウイルス感染症の影響を多分に受

けているところでございますが，この状態が収束した後は，我が国に在留する

外国人は更に増加していくのではないかと思っているところでございます。 

  他方，政府の動きといたしましては，平成３０年７月４日，日本で働き，学

び，生活する外国人の受入れ環境を整備することによって，外国人の人権が守

られ，外国人が日本社会の一員として円滑に生活できるようにしていく必要が

あるとして，法務省が外国人の受入れ環境整備に関して行政各部の施策の統一

を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整を担うことが閣議決定さ

れまして，一つの大きな転機を迎えたところでございます。 

  そして，同じ年の１２月２５日には，外国人の受入れ・共生のための取組を

政府一丸となってより強力に，かつ包括的に推進していく観点から，また，外

国人材の受入れ・共生に関して目指すべき方向性を示すものとして，１２６の

施策を含んだ外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策が取りまとめられ

ました。その後，改訂を経まして，昨年７月に１９１の施策からなる総合的対

応策の令和２年度改訂が取りまとめられたところでございます。 

  このように，政府を挙げて共生施策の推進に取り組んできたところでござい

ますが，昨年来の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，我が国に在留する

外国人が抱えております様々な課題を浮き上がらせることになりました。この

ような状況におきまして，我が国に適法に在留する外国人を孤立させることな

く社会を構成する一員として受け入れるという視点に立ち，これまで以上に施

策を推進していく必要があると考えております。 
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  政府といたしましては，我が国が目指すべき外国人との共生社会の在り方や，

その実現のために中長期的に取り組むべき施策の企画立案のため，外国人材の

受入れ・共生に関する関係閣僚会議に意見を述べていただくことを目的とし，

今般，本有識者会議を開催することといたしました。 

  委員の皆様方におかれましては，我が国が目指すべき共生社会の在り方等に

つきまして率直な御意見をいただきたいと思います。限られた時間ではござい

ますが，どうぞ闊達，忌憚のない意見交換，御議論をお願いしたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○稲垣外国人施策推進室長 ありがとうございました。 

  それでは，ここで本会議の座長を御紹介させていただきます。座長につきま

しては，本年１月２９日に開催されました外国人材の受入れ・共生に関する関

係閣僚会議において決定されました，本日も資料にお付けしております，「外

国人との共生社会の実現のための有識者会議の開催について」という文書にお

きまして，関係閣僚会議議長の指名する者がこれに当たるとされているところ

でございます。この規定に基づきまして，政策研究大学院大学長の田中明彦様

が座長に指名され，座長をお引き受けいただいているところでございます。 

  田中座長におかれましては，東京大学東洋文化研究所長，東京大学副学長，

独立行政法人国際協力機構理事長などを御歴任され，現在は政策研究大学院の

大学長でいらっしゃいます。 

  それでは，田中座長から御挨拶を賜れればと思います。よろしくお願いいた

します。 

○田中座長 ただいま御紹介いただきました田中明彦でございます。今回，外国

人との共生社会の実現のための有識者会議の座長を仰せつかりまして，委員の

皆様方の御協力をいただきながら，建設的に議論を進めていければと思ってい

るところでありますので，よろしくお願い申し上げます。 

  今，御紹介いただきましたように，私は国際政治，国際関係を研究してきた

者でございまして，留学生との付き合いということであれば，東京大学の副学

長をやっているときもありましたし，現在もしょっちゅうあります。また，そ

の間はＪＩＣＡの理事長をさせていただきまして，これは外を飛び回る仕事の

方が多く，余り日本国内のことというわけではありませんでした。平成２８年，

２０１６年９月から第７次出入国在留管理政策懇談会というものの座長をお引

受けいたしまして，今日，御出席の高橋委員と一緒に，この４年間ぐらいのと

ころ，出入国管理政策についての議論，勉強をさせていただいてきた次第であ

ります。 

  そして，この２０１６年からこの間は，先ほど松本さんからのお話もありま

したように，日本の在留管理に関しては大変大きな変化がございました。特定
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技能制度の導入，それから，新型コロナウイルス感染症ということが起きたわ

けですが，こういうことを受けて，懇談会では昨年の１２月に今後の出入国在

留管理行政の在り方というものを法務大臣に提出させていただきました。提言

の中でも，この共生社会ということも含め，中長期的なビジョンを検討する会

議体を設置して国民の関心を高め，外国人材の受入れという国の在り方に関す

る重要な課題について議論すべきであるということを，委員の皆様からの御意

見を受けて，法務大臣に申し上げたわけであります。 

  今回のこの会議も国民の関心を高め，受入れ・共生のための在り方を探り，

そしてそれを政府に提言するという任務を担っておりますので，これまで私ど

もが勉強してきたことを更に深め，委員の皆様方の御協力を得ながら有意義な

議論を進めてまいりたいと思っておりますので，是非よろしくお願い申し上げ

ます。 

○稲垣外国人施策推進室長 田中座長，どうもありがとうございました。 

  それでは，続きまして，本会議の委員の皆様方を御紹介申し上げます。本日

の配付資料の資料２にもございますが，名簿がございまして，こちらの順番で

委員を御紹介させていただきたいと思いますので，お名前を御紹介した委員に

おかれましては御挨拶を順に頂戴いたしたく思っております。 

  まずは，静岡文化芸術大学教授の池上重弘委員でございます。よろしくお願

いいたします。 

○池上委員 池上でございます。静岡文化芸術大学という大学名だと静岡市にあ

るように思われるかもしれませんが，実は浜松市にございます。私はもともと

生まれ育ちは北海道なんですけれども，浜松に来たのは１９９６年ですので，

いわゆるニューカマー外国人，ブラジル人などが急増していく，正にその期間

と私の浜松での暮らしがぴったりと一致しており，そういう視点が私のこの会

議への一番大きな貢献かなと思います。一方で，私，元来はインドネシアをフ

ィールドとする文化人類学の研究者だったものですから，１９９０年代から東

南アジアの動きというのを見てまいったということで，国際労働力移動に関し

ていうと，日本の場合，やはりアジアの方々，特に今は東南アジアの方が増え

ていますので，人材供給先である東南アジアの動き，あるいはその状況という

ようなこともこの会議において多少，貢献ができるかなと思っております。 

  私自身は基本的には，それこそ町レベルの多文化共生の審議会，協議会だと

か，あるいは県のレベルの会議など，いろいろなレベルの多文化共生をめぐる

会議体との関わりというのが非常に多いので，地方の視点ということで発言す

る場面も多いかなと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○稲垣外国人施策推進室長 ありがとうございました。 

  次に，明治大学特任教授，佐藤郡衛委員でございます。よろしくお願いいた
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します。 

○佐藤委員 佐藤郡衛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私は教育を専門にしています。１９８０年代から，当時，東京学芸大学とい

うところに職を得まして，そして，外国人の子供の調査研究に携わってきまし

た。それから数えますと３０年以上たつんですけれども，大きく前進したこと

と，いまだ解決していない課題も多々あります。外国人の受入れ施策であると

か，日本語教育や子供の教育の課題解決につながるような議論になることを期

待していますし，そのような議論になるよう個人としても努めていきたいとい

うふうに思っております。 

  また，私は現在，国際交流基金の日本語国際センターの所長を兼務しており

ます。ここでは，御承知のように，特定技能制度で来日を希望する人を対象に，

海外９か国で日本語研修を行っています。ただ，コロナの状況で昨年は全てオ

ンラインで行ってきたのですけれども，日本語教師などの声も聞く機会もござ

いますので，そうした立場からも議論をさせていただければというふうに思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○稲垣外国人施策推進室長 ありがとうございました。 

  では，次に，株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス，高橋進委員

です。よろしくお願いします。 

○高橋委員 皆様，よろしくお願いいたします。 

  先ほど田中座長からお話がありましたように，私も出入国管理政策懇談会の

委員の一人として参加させていただきまして，エコノミストですので，主とし

て経済の立場から意見を申し上げてきました。また，同時に内閣府の経済財政

諮問会議の議員もしばらく務めておりまして，この間，外国人労働者の受入れ

につながる提案もさせていただきました。それが実現して，そして，入国管理

局が出入国在留管理庁になるというところも経験させていただきました。これ

から，この出入国在留管理庁は文字どおり共生社会の実現の舵取り役になって

いくと思います。この有識者会議で共生社会実現に向けた有益な議論に貢献で

きればというふうに思います。よろしくお願いします。 

○稲垣外国人施策推進室長 ありがとうございました。 

  次に，一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事，田村太郎委員でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○田村委員 よろしくお願いします。田村です。 

  私は阪神淡路大震災で被災された外国人の方へのサポートをきっかけにしま

して，多文化共生というキーワードで，もう２６年ほどですか，活動してまい

りました。総務省が２００６年に作りました多文化共生推進プランでも構成員

としてプランの策定に携わってきまして，先ほど池上先生も，地方のというお
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話ありましたが，私も自治体の施策に関してはこれまで経験したことをお伝え

できるのかなと思っております。 

  一方で，きっかけが阪神淡路大震災でしたので，災害復興の方にも仕事をた

くさんいただき，今も復興庁の参与という肩書で東北の復興にも関わっており

ます。そういった視点からすると，特に地域における人材不足，そこに外国人

の方がやってきて大変大きな貢献をしているということも目の当たりにしてお

ります。ただ，人口が減るから穴埋めで外国人を呼ぶというのもちょっと違う

かなと思っておりまして，私はダイバーシティ研究所というのを２００７年に

設立しておりますけれども，多様な人が地域で暮らすことのイノベーションの

部分をしっかりと注目していきたいというふうに思っております。 

  今回の有識者会議も大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○稲垣外国人施策推進室長 ありがとうございました。 

  本会議は，以上御紹介しました５名の先生方に加え，本日は御都合により御

欠席となっております，国立社会保障・人口問題研究所副所長の林玲子委員を

加えた６名により構成されております。 

  それでは，以後の進行は田中座長にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

○田中座長 それでは，これより第１回外国人との共生社会の実現のための有識

者会議の議事を進行させていただきたいと思います。 

  まず，具体的な議事に入る前に，会議の公開など，会議を行うに当たっての

基本的な事項について確認をさせていただきたいと思います。 

  先ほどお話がありました本年１月２９日の外国人材の受入れ・共生に関する

関係閣僚会議決定において，本会議は原則として非公開とするとされておりま

すので，そのように進めてまいりたいと思います。 

  また，議事の内容につきましては，座長は有識者会議における審議の内容等

を議事概要等の公表その他の適当な方法により公表するとされております。と

いうことで，会議後に事務局において議事録を作成しまして，御出席いただい

た委員の皆様方に発言内容を御確認いただいた上で，ホームページに掲載する

ことにより公表するということにいたしたいと思っております。 

  また，会議の資料につきましては原則として公表するということにしたいと

考えておりますけれども，公になっていない資料を会議の場で御覧いただくと

いうことも考えられますので，そのような場合には公表，非公表の判断をその

都度行うということにしたいと思っております。 

  そして，この会議の概要については，会議後に事務局から報道機関に説明し

ていただくということを予定しております。 
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  以上が確認事項でございますけれども，これらの点について御了承いただけ

ますでしょうか。 

  よろしゅうございますか。どうもありがとうございます。それでは，そのよ

うに進めたいと思います。 

 

２ 議事 

（１）「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」の開催について 

○田中座長 それでは，まず，議事の１番目でございます。外国人との共生社会

の実現のための有識者会議の開催についてということですが，本会議の開催趣

旨をはじめ基本的な事項については，先ほど申し上げたとおり関係閣僚会議に

おいて既に決定されています。具体的には資料１及び２がございますので，こ

れを御確認いただければと思います。フォーマリティーでございますので，是

非御確認いただければと思います。 

 

（２）外国人を取り巻く現状等について 

○田中座長 次が議事の２でございまして，外国人を取り巻く現状等についてと

いうことであり，これは事務局から説明をしていただくということになってお

ります。 

  それでは，これは近江政策課長からよろしくお願いします。 

○近江政策課長 近江と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは，資料３をお開きください。５枚にわたる資料でございますが，今

の外国人を取り巻く現状について，数字やこれまでの政府の取決めなどを網羅

的にまとめた資料を作成いたしました。 

  まず，１ページ目でございます。在留外国人数及び我が国の総人口に占める

割合と外国人労働者数の推移ということで，三つの指標で外国人のこれまでの

増減について傾向を表した資料を作成しております。指標といたしましては，

上の方に凡例が載っておりますが，在留外国人数，厚生労働省で作成しており

ます外国人労働者数，総人口に占める割合，この三つを比較させていただいて

おります。 

  それぞれ一番右の方を見ていただきますと，在留外国人数につきましては２

０１９年，令和元年が過去最高という形になっておりまして，２９３万３，１

３７人，その６月後，令和２年６月末でございますが，０．１６％，若干でご

ざいますが減っております。こちらはコロナの影響などもあるのかなと考えて

おります。 

  あと，外国人労働者数でございますが，赤色のグラフを見ていただけますで

しょうか。こちらは２０２０年１０月末の数字でございますが，１７２万４，
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３２８人ということで，こちらは過去最高を記録しております。ただ，増加率

でございますが，対前年と比較いたしますと今回の数字は４％増になっており

ます。その前の時期につきましては増加が１３．６％でございましたので，増

加はしているのですが，増加率としては９．６％減になっております。こちら

は，厚生労働省によれば，やはりコロナの影響で雇用情勢に厳しさが見られ，

宿泊，飲食，サービス業などにおいて対前年の増加率が低下しており，それが

外国人労働者についても影響を与えているという分析になっております。 

  総人口に占める割合でございますが，こちらも２０１９年，令和元年のとこ

ろが最後の数字でございますが，２．３２％とこちらも過去最高になっており

ます。前年と比較いたしますと，前年が２．１６％でございましたので，伸び

幅としては０．１６％でございます。こちらを５年前の平成２６年と比較いた

しますと，５年前は１．６７％でございまして，こちらの年々の増加の幅は平

成２６年から２７年が０．０９％でありましたが，今回は１年間で０．１６％

と，伸び幅も伸びているという状況でございます。コロナの関係の影響は出て

おりますけれども，この令和元年，令和２年と過去最高を記録しているという

状況になっております。 

  次をおめくりいただきまして，在留外国人の構成比，まずは在留資格の観点

から御説明申し上げます。平成２２年，ちょうど１０年前と，令和２年，２０

２０年ということで，１０年間でどういう形で変化があったのかということを

御説明させていただきます。 

  まず，念のため申し上げておきますと，専門家の先生方は御存じだと思いま

すが，平成２２年に外国人登録制度が廃止されまして，在留管理制度に移りま

した。その際，統計の取り方が若干変わっております。下の方の※の注に書き

ましたが，平成２２年はまだ外国人登録制度がありました時代でございますの

で，比較しやすいように，外国人登録者のうち今の中長期在留者に該当し得る

在留資格を抜き出して資料を作成しております。 

  この１０年間で８０万人増加しております。伸び率も３８％増ということに

なっております。まず構成比の変化から申し上げますと，下の囲みにも書きま

したが，「技能実習」，「技術・人文知識・国際業務」といった就労資格が非

常に増えておりまして，構成比でいいますと「技能実習」は７．６％から１３．

９％，「技術・人文知識・国際業務」は５．５％から１０％ということで，構

成比としてはほぼ倍になっております。留学生につきましては構成比としては

変化なく９．７％でございます。そのほか，構成比としてマイナスになってお

りますのが身分に基づく資格でございまして，「特別永住者」，「日本人の配

偶者等」，「定住者」などは構成比としては減少しております。 

  あと，量として見ますと，「技能実習」はプラス２４万人で２．５倍，「技
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術・人文知識・国際業務」につきましてもプラス１７万４，０００人で２．５

倍になっておりまして，働く在留資格ということでは，ほぼ１０年間で２．５

倍になっているという状況でございます。留学生につきましては，おおむね平

均値を取っておりまして，プラス７．８万人で４０％増になっております。一

方，「日本人の配偶者等」は５万人強減っており，マイナス幅も２７％減とい

う形になっておりまして，就労できる資格というものが構成比，量ともに非常

に存在感が出てきているという状況でございます。 

  次をおめくりいただきまして，国籍の比較でございます。こちらも同じ数を

使っておりまして，８０万人増の３８％増でございますが，構成比の変化から

いたしますと，一目瞭然ですが，ベトナムの存在感が非常に大きくなっており

ます。まず，順番としては７番目から３番目になっているということ，また構

成比が２％であったものから１４．６％に，量的にも３８万人増，９．２倍に

なっております。そのほか構成比といたしましては中国，韓国，ブラジルが減

少傾向になっておりまして，あと，フィリピンにつきましてはほぼ構成として

は同じです。また，ネパールについては，２０１０年のときには載っていない

のですが，非常に増えており，１０年前は構成比としては０．８％，１％にも

満たず，数字的にも１万７，１４９人でございましたが，２０２０年には３．

３％を占め，大幅に増加しています。 

  次をおめくりください。こちらは厚生労働省の先ほどの外国人労働者数の表

と大体同じ内容でございますけれども，内容といたしまして，大体在留資格別

に５分類にいつも分けて統計を取っていただいております。 

  この中には現れておりませんが，国籍別でもベトナムが外国人労働者全体の

２６％余りを占めており，４４万４，０００人程度いらっしゃいます。中国に

つきましては，大体同程度でございますが，２４．３％で４２万人，次がフィ

リピンということで１０．７％で１８万５，０００人程度という形になってお

りまして，この順番も実は令和２年の統計のときにベトナムが上位に来ました

が，その前年の令和元年は，少しの差ではございますが，中国，ベトナム，フ

ィリピンという順番になっておりまして，今回ベトナムが１位に出たという形，

大体数字は似てますが，順序が変わったという状況になっております。 

  国籍別の特徴といたしまして，ベトナムにつきましては，この労働者のカテ

ゴリーの中では「技能実習」と資格外活動の中の「留学」，中国につきまして

は，２番目の就労目的で在留が認められる方，留学生，技能実習が多く，フィ

リピンにつきましては，一番上の身分に基づき在留する方が多くを占めており，

上位の三つでも，国籍によりましてどの在留資格で労働されているかという点

に特徴が出ている状況でございます。 

  最後，５ページでございます。共生施策の変遷という形で記載させていただ
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きました。専門の先生方の前で御説明するのは非常に恥ずかしいところではご

ざいますが，簡単にこの１５年程度の歴史を振り返るということで書かせてい

ただいております。 

  まず，１番目，平成１８年１２月２５日に「『生活者としての外国人』に関

する総合的対応策」というものを作っております。この背景といたしましては，

平成１７年に外国人登録者数が初めて２００万人に到達したということがあり

ました。その１０年前である平成７年と比べまして，１０年間で６５万人増加

し，増加が非常に目立ったこともありまして，政府として，生活者としての外

国人に対しての対応を取らなければいけないということで，このような総合的

対応策を取りまとめたという状況にございます。背景といたしましては，先ほ

ど申しました外国人の増加，定住化，子供の定住化と書いてありますが，日系

人の方々を中心にした定住化が見込まれ，問題が顕在化してきたということで，

このような総合的対応策を策定したということになっております。 

  ２番目は，平成２１年１月３０日の「定住外国人支援に関する当面の対策に

ついて」です。こちらは先ほどの資料の１番目にもありますが，平成２０年９

月のいわゆるリーマン・ショックと一連の世界金融危機により景気が後退し，

影響を受けた定住外国人に対して支援をするため，平成２１年１月９日に内閣

府に定住外国人施策推進室が設置されました。その定住外国人施策推進室が中

心となりまして，定住外国人をターゲットにして当面の対応策を決めたという

ものでございます。内容といたしましては，定住外国人に対しての教育，雇用，

住宅，帰国支援，情報提供などの施策を政府全体で講ずるというものになって

おります。 

  次に，三つ目でございますが，まず，平成２２年８月３１日に「日系定住外

国人施策に関する基本指針」が策定され，それを具体化するものとして，平成

２３年３月３１日に行動計画が作られております。この際の基本的な考え方と

いたしましては，日系定住外国人の方々は日本語能力が不十分な方が多いとい

うことで，日本語教育を中心にして，日系定住外国人の方々を日本社会の一員

としてしっかり受け入れ，排除されないための行動計画というものになってお

ります。ここまでが平成の１０年代後半から２０年代前半にかけての流れでご

ざいます。 

  次の４，５は直近のものです。まず４番目といたしまして，平成３０年７月

２４日に閣僚会議が設置されたことを記載させていただいております。これに

つきましては平成３０年６月に，高橋先生にもいろいろ御指導いただきました

骨太の方針において，人手不足ということを踏まえ，一定の専門性がある外国

人を一定数入れていこうという政府の方針を示しております。その骨太の方針

に基づきまして，一定の数の方々を受け入れるためには外国人の受入れ環境整
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備をしていくべきだという基本方針が７月２４日に閣議決定されました。その

際，法務省が，外国人の受入れ環境整備に関して行政各部の施策の統一を図る

ために必要となる企画立案並びに相互調整を行うということで，当時の入国管

理局がそのような役割を担うということが閣議決定され，同時に関係閣僚会議

が設置されました。 

  ５番目でございますが，閣議決定後初めての対応策として，外国人材の受入

れ・共生のための総合的対応策を政府横断的に作りまして，令和２年におきま

してもそれが改訂されているという状況でございます。 

  その内容といたしましては，次の議論にも関係してきますが，総合的対応策

におきまして五つの重点項目として挙げております，外国人材の円滑かつ適正

な受入れの促進，暮らしやすい地域社会づくりということで，一元的相談窓口

などの相談窓口の設置の推進や通訳支援などを入れさせていただいております。

このほか日本語教育，外国人の子供に係る対策，そして基盤としての在留管理

の推進という５本柱で総合的対応策は組み立てられております。 

  簡単でございますが，最近の状況としては以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  ただいま近江課長からいただいた御説明に関連して，委員の皆様方から御意

見，あるいは質問などあれば，いただければと思います。先ほどから伺ってお

りますように，現在の外国人を取り巻く環境については，委員の皆様方，それ

ぞれ御知見があるというふうに拝察いたしますので，今の事務局からの説明に

加えて，こういうような観察の視点と，あるいはこういうところを見なければ

いけないというようなところを，是非この際，御発言いただければ有り難いと

思います。 

  それでは，挙手機能を使っていただければと思います。田村委員からお願い

できますか。 

○田村委員 ありがとうございます。自治体によって相当，外国人の数の多さで

すとか，国籍や在留資格に特徴があるように思います。例えばですが，１０年

前と今と比べましても，特に地方ですね，北海道や九州ですけれども，今，自

治体別に見た場合，外国人人口比率が高い自治体上位１０のうち三つを北海道

の自治体が占めていますね。全体像を語る上では，そういう地域における状況

の変化というのも少し言及しておいてもいいのではないかと思いました。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  その他，いかがでしょうか。 

  それでは，高橋委員，お願いいたします。 

○高橋委員 ありがとうございます。中長期的な取組についての視点ということ
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で，まず２点申し上げたいと思います。 

  外国人の定住者が増加しているわけですけれども，一方で日本側の外国人へ

のニーズも，従来の高度人材を中心に外国人の活力を取り込むという観点だけ

ではなく，慢性化する労働力不足の下で日本人を代替するという意味での外国

人を求めるというように変わってきていると思います。その意味でも，多様化

する，多様な外国人を含む全ての人が能力を最大限に発揮できる社会，これが

必要なんだろうなと思います。 

  それから，もう一点は，いろいろなタイプの外国人が入ってくるに従って，

日本社会へのセトルダウン，それから自立，あるいは日本社会での活躍，これ

を様々な形で支援していくことが必要になると思います。そのためには当然，

環境整備を総合的，体系的に進めていく必要があると思いますが，それをどう

やって現場でうまく使いやすくしていくのかという視点が必要だと思います。

それから，そのときには外国人を一個人としてだけではなくて，その家族，子

供も含めて，地域社会に受け入れていくことが必要で，とりわけ，外国人の子

供が日本で成長して社会に出ていくときにハンディキャップを負わせるような

ことはしてはいけないというふうに思います。 

  以上は総論ですが，少し具体的な論点ということで４点ばかり申し上げたい

と思います。 

  一つは，意思疎通，情報伝達，相談体制の構築，こういうことを進める上で

最大の鍵は言葉だと思います。最新技術なども駆使して言葉の壁，情報の壁を

乗り越えないといけないと思いますけれども，いろいろなタイプの外国人がい

ますので，今後，日本語についての議論はあると思いますけれども，いつから

でも，どこからでも，どういうふうにしても日本語が習得できるという体制，

あるいはライフステージに応じた日本語を習得できる体制，これが必要なので

はないかと思います。企業などは日本人の代わりに外国人を求めていますので，

当然，高度な日本語を自然と求めてきます。ところが，それに対応できなけれ

ば，その外国人の出世も止まってしまうわけですから，やはりステージに応じ

た日本語の習得が非常に重要だと思います。 

  それから，日本語だけではなくて，外国人が日本にスムーズに定着するため

に，導入教育といいますか，ドイツがやっているような社会統合プログラムと

いったらいいのでしょうか，そういうものも国と自治体，あるいは企業と連携

の下で作るべきではないかなと思います。そういう提言もさせていただければ

と思います。 

  それから，母国を離れて暮らす外国人は経済環境の変化に非常に脆弱です。

２点目として，外国人も日本人と同じセーフティーネットでいいんだろうかと

いうところは問題提起させていただきたいと思います。 
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  それから，３番目に，外国人が多様化していく中で，短期に滞在する方，あ

るいは中長期に滞在する方，いろいろ出てくるわけで，いずれの形でも滞在し

やすく，あるいは内外の行き来が容易にできるような体制を整備すること，こ

れが必要ではないか。 

  最後に，日本語教育，相談体制，それから外国人の支援，あるいは相互理解

促進，こういうものを進めていく上で，日本側の人材，これが非常に重要だと

思いますが，そういった人材をどうやって類型化し，育てていくのか，そうし

たことについて国と自治体が連携できる体制，こういうものが必要ではないで

しょうか。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  中長期的な課題について，高橋委員から今包括的にコメントいただいたわけ

ですけれども，もしよろしければ，近江課長からの現状報告に加えて，議事（３）

についても説明していただいて，それを基にして，中長期的な課題も含めて委

員からお話を伺うということにしたらどうかと思いますがいかがですか。 

  それでは，近江課長，次の資料４についての説明をお願いします。 

○近江政策課長 座長，どうもありがとうございます。資料４と５が次の議題の

在り方と取り組むべき中長期課題に合致するかと思いますので，４と５をまと

めて御説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○田中座長 まずは４だけお願いできますか。何を重点にするかということとは

分けましょう。 

○近江政策課長 座長，ありがとうございます。それでは，資料４をお開きくだ

さい。令和２年度の政府文書における共生社会に関する記述について御説明い

たします。本年度様々な政府文書が出ております。また，各省も様々な文書を

出しておられますが，ここには政府全体の文書として二つ書きました。閣議決

定又は関係閣僚会議の政府横串の文書として御紹介申し上げます。 

  まず，下の方がいわゆる骨太の方針でございます。令和２年度の骨太の方針

では，こちらの下に書いてございます，この三つが実現した社会を目指すとさ

れています。こちらは外国人についてということではなく，社会，ポストコロ

ナ時代の新しい未来ということで，ニューノーマルの在り方を考えていくとい

う文脈の中で，この三つを掲げております。 

  １番目が，個人が輝き，誰もがどこでも豊かさを実現できる社会，２番目が，

誰ひとり取り残されることなく生きがいを感じることのできる包摂的な社会，

３番目が，国際社会から信用と尊敬を集め，不可欠とされる国ということが，

今年の骨太の方針の中で，新しいポストコロナ時代の目指すべき方向として掲

げられております。 
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  上の方は，総合的対応策の本年度の改訂でございます。総合的対応策の初め

には総論的なところを書かせていただいております。そこには，総合的対応策

は，外国人材を適正に受け入れ，共生社会の実現を図ることにより，日本人と

外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的のために作

られているものであること，在留資格を有する全ての外国人を孤立させること

なく，社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち，外国人が

日本人と同様に公共サービスを享受し安心して生活することができる環境を全

力で整備していくこと，受け入れる側の日本人が，共生社会の実現について理

解し協力するよう努めていくだけでなく，受け入れられる側の外国人もまた，

共生の理念を理解し，日本の風土・文化を理解するよう努めていくことが重要

であるということが記載されております。以上２点を本年度の政府全体の文書

における共生社会に関する記述として御紹介申し上げました。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。先ほどの日本における外国人の

方々の現状分析を加えて，直近の政府が今打ち出している方向性がこの文書に

出ているわけですけれども，私どもはこういうものを受けて，より望ましい方

向性を探究していかないといけないわけです。その際には，今の資料で言って

いることよりも，更にもう少し詳細にしていかなければならないわけですが，

先ほど高橋委員から幾つかの論点について重要な指摘をいただいたと思います。

ですから，ここから先は，その他の委員の方，高橋委員も更に追加的に御発言

があれば，現状分析についてでも結構ですし，また，現状分析を踏まえた上で

中長期的にどういう視点を重視しなければいけないかというようなことについ

て，委員から御発言をいただけると有り難いと思います。 

  どなたからお願いいたしましょうか。 

  先ほどは田村さんと高橋さんが御発言されたので，池上先生，いかがですか。 

○池上委員 池上でございます。声は聞こえておりますでしょうか。 

○田中座長 はい，大丈夫です。 

○池上委員 ありがとうございます。それでは，共生社会の在り方ということに

ついて，私からは個別具体的な施策を今ここで，これをしなさいというのでは

なくて，その考え方について少しお話をさせていただきたいなと思います。 

  先ほどの３本のポイントというのにもあったんですけれども，私自身は，日

本の社会を考えた場合に，外国人に対する施策だけではなくて，共生社会の土

壌となる受入れ社会側の意識醸成がまだまだ不足しており，これが非常に大切

なのではないかと思っています。実は今年度，静岡県の外国人に関する調査，

多文化共生基礎調査ということで，日本人調査と外国人調査の両方をやってい

るんですけれども，その日本人調査の結果を見てみると，やはり多文化共生と
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いう言葉も，やさしい日本語なんていう言葉も，静岡県ですら，まだまだ全然

認知度が低いんですね。外国人に対する施策はもちろん大事だし，外国人にい

ろいろと日本のことを知ってもらう，日本語を学んでもらうということは大事

なんですけれども，私自身は日本社会の側がまだまだ変わっていく必要がある

のかなと思っています。これが１点です。 

  それから，二つ目は，これから私たちが共生社会の在り方というのを考えて

いくときに，外国人当事者の声をどういうふうに反映させていくかということ

を真剣に考えなければいけないのじゃないかなと思っています。今集まってい

る私たち，あと林先生も含めて，外国にルーツを持つ方がいらっしゃらないで

すね。当事者の声というのがどのように反映されていくか，これも本当に大事

なポイントなんだろうなと私は思っています。 

  それから，次は，ちょっとこれは前提に対する大きな問題提起なんですけれ

ども，これまで日本における多文化共生，外国人の議論というのは，日本人と

外国人という国籍上の二分法が絶対的な区分であるかのように進んできました。

もちろん日本人と外国人というのは国籍で明確に分かれるんですけれども，実

際に，例えば私たちの大学，小さな規模の大学ですが，日本で生まれて育った

ブラジル人とかフィリピン人の学生ががんがん入ってくるわけですね。そうい

う状況に鑑みると，日本生まれの外国人とか，あるいは日本国籍を取得した人

たちというのも，日本の社会において今後どんどん増えていく。そうすると，

日本人と外国人という二分法だけで議論をしていていいんだろうか，もっと多

様な生き様とか，アイデンティティーの在り方とか，あるいは制度のはざまで

の悩みとか，今，そこまですくい取って，向こう１０年，２０年先を考えてい

かないといけないのではないかという気がします。 

  短期間滞在して日本を出ていくローテーション型の人たちの場合はそうでは

ないですけれども，定住化していく人たち，身分資格の人たちにおいては，か

つて在日のコリアンの方が経験したような課題が今正にニューカマーにおいて

も発生しているなという認識をしています。 

  また，今のポイントと重なるんですけれども，実はニューカマー外国人にお

いても今，高齢化が進行しつつあります。ブラジル人，フィリピン人というと，

労働とか，あるいは子供の教育という問題がどうしても前面に出ます。これは

間違いないんですけれども，一方で統計的に見ても年代の高い人たちの割合が

かなり増えているし，その絶対数も増えています。もう少し直接的な言い方を

するとすれば，労働市場から撤退して日本の国で生きていくニューカマー外国

人の存在というのが，これまで余り議論されてこなかったけれども，今後はそ

ういう人たちがどう日本の社会に関わっていくかということが重要な視点にな

っていくんじゃないかなと思います。仕事をリタイアしてからのその人たちの
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人生，老いと介護，あるいは，もう少し踏み込むと死をめぐる問題といったこ

とが，生活レベルでは大きな課題になってくるだろうなと思います。 

  一方で，１９９０年の改正入管法施行からもう３０年がたって，日本で教育

を受けてグローバル人材として活躍できるような若い世代，第２世代が確実に

増えています。例えば，私たちの大学に入ってくるブラジルの子たちを見ても，

もう高校時代にＴＯＥＩＣ満点取っていますとか，あるいはポルトガル語がネ

イティブで，日本語も全く問題なく，英語も学内トップクラス，さらにフラン

ス語と中国語もできます，というような人材が，まだ少なく例外と分かってい

るけれども，出てきています。そんな日本人，今までいないですよね。５か国

語を平気で扱う日本人の大学生に私は会ったことがない。そういう学生たちが

今，社会に出始めています。私がとても勇気を得ているのは，例えば静岡県内

のグローバル企業などはそういう人材をどんどん採用してくれているというこ

とです。本人たちは当初，国籍のために就職差別を受けるのではないかと心配

していたのですけれども，そんなことは全然ないですね。しかし，彼らも日本

の社会で生きていく上では，今度は，結婚の問題とか，いろいろと問題が出て

きます。そういう意味で言うと，在日の皆さんが経験したことと同じような含

みが今，ニューカマーにおいても始まりつつあり，そういう視点も大事なのか

なと思っています。 

  また，技能実習生や特定技能，特に１号の外国人の方，還流型が前提となっ

ていますけれども，その人たちに日本の社会を選んでいただく必要があるだろ

うと思います。日本が門を開けば黙っていても来るという枠組みでは，恐らく

国際的な競争に勝てないんじゃないだろうか。皆さんはいろいろと比較した上

で日本を選んでいるんですね。そうすると，魅力的な実習，就労の場として日

本をアピールしていかないと選ばれない日本になってしまう。アジア社会でも

今，少子高齢化が進みつつあります。また，日本の社会で，あるいは会社でど

んなことがあったか，経験したか，これはもう瞬時にＳＮＳで日本国内の同胞

に，そして自分の国の同胞に広がっていきます。９０年代初めとは全然違うん

ですね。そういう今の状況の中で，持続可能な受入れ体制を構築する，それを

真剣に考えなければいけないんじゃないかなと思っています。 

  ということで，以上，個別具体的な話というよりも，大きな共生社会という

ものに対する構えのようなことをお話しさせていただきました。ありがとうご

ざいました。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，順番で恐縮ですけれども，佐藤先生，お願いできますか。 

○佐藤委員 まず外国人を取り巻く現状ということについてですが，現状であれ

ば，このコロナの状況下での外国人固有の問題性みたいなものについても若干
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取り上げる必要があるのではないかなと思いました。私どもは学校教育が中心

ですけれども，やはりコロナの状況で，外国人の子供たちが非常に困っている

という状況もよく聞きますので，そうした日本人と共通の問題と同時に，外国

人の固有の問題性などについても若干触れる必要があるのではないかなと先ほ

ど思いました。 

  続いて，多文化共生についての意見ということで少し，３点ほどお話をした

いと思います。 

  一つは，多文化共生の基本的な考え方ですけれども，これから多文化共生を

考えるときには，その深まりと広がりの視点が必要だろうと考えています。深

まりというのは，教育を例に取りますと，１９９０年ぐらいから本格化してき

たわけですけれども，最初，同化から始まって，分離型，これは外国人学校を

見てもそうだと思います。外国人学校やインターナショナル・スクールなどは

日本の公教育の枠組みとは別にとらえてきたということだと思いますけれども，

その後，外国人を受け入れていくには日本の制度や仕組みを変えていくことも

必要だと，言わば統合型という視点から教育の施策などを進めてきました。た

だ，教育の世界では更に一歩踏み込んで，新しい価値創造であるとか社会づく

りという視点が不可欠だというふうに今，捉えられるようになっているように

思います。結局そのためには，現状の枠ではなくて，新しい制度やシステムを

構築する，構想する必要があるんだということが言われるようになっていると

思います。外国人への支援策も，人権や福祉的なアプローチに加えて，社会参

加や社会資源といった視点から捉えられるようになっているというふうに理解

しています。つまり，外国人が社会参加できるように環境整備をしたり，多様

な言語や文化を社会資源として生かしていくといったようなことだろうと思い

ます。いわゆるグローバル人材として育てていくというのか，今の池上先生の

問題意識とも共通する部分があるかと思います。 

  またもう一方で，多文化を広く捉えることが必要になってきているんじゃな

いかなと思います。社会では国籍，人種，民族と同時に性別，年齢，障害，性

的指向など，構成員の多様化が一層進んでいきます。多文化共生も，このよう

に包括的に捉えることが必要だろうと思っています。個別の課題が埋没する危

険性があるとは思いますけれども，現実の生活の場面では，外国人と障害であ

るとか，今，池上先生の話もありましたけれども，外国人と高齢といったよう

な，クロスして捉える必要があって，そうした視点から施策が必要になってい

るのではないかと考えています。 

  この深まりと広がりというものを踏まえていくと，いわゆるＳＤＧｓとの関

連で多文化共生を捉え直すということも有効ではないかと思っています。ＳＤ

Ｇｓは誰ひとり取り残さないというスローガンになっていますけれども，多文
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化共生も公正，平等，インクルージョンというようなものを理念としていて，

共通性を持っているように思います。ＳＤＧｓの目標である，貧困であるとか，

今非常に大きなテーマになっている健康，それから教育，ジェンダー，働きが

い，不平等，まちづくり，公正といった目標は多文化共生と密接に関連します。

このことで多文化共生が何を目指すかということがはっきりしてきますし，グ

ローバルな視点から問い直すことも可能だと考えています。要は，今後の受入

れ策を検討するときに新しい制度や体制整備が必要で，それにはグローバルな

視点が必要だろうという話です。 

  そして，二つ目，多文化共生策を統合していくということは当然必要です。

多くの省庁にまたがる施策のイニシアチブを取るには，理念だけでは弱いとい

うふうに思います。例えば，外国人の子供の教育，これは福祉や医療などの施

策と結びついて初めて効果があるわけです。つまり統合的な視点が今，強く求

められている。そこで，その多文化共生の基本方針を明確にして，それを推進

するための裏づけになるような法整備をしていくということが必要ではないか。

多文化共生の視点から外国人を受け入れるということは，政策として実現する

ために基本方針を策定するということが必要ではないかと思っています。また，

この基本方針を省庁にまたがる計画と明確にひも付けることもしていく必要が

あると思います。 

  そして，三つ目ですけれども，多文化共生策の実効性をいかに高めていくの

かということがこれから重要になってくるだろうと思うんです。理念を基に実

効性のある施策を展開していく必要があるわけですけれども，多文化共生のた

めの指標などの検討も必要ではないかなと思います。これまで多文化共生に関

して多くの施策が行われていますけれども，その成果が果たしてどうなのかと

いうことが必ずしも明確ではないように思います。成果が見えないと，取り組

んでいるように見えて実態が伴っていない，いわゆる多文化共生ウオッシュに

なってしまうという問題があります。ＳＤＧｓのように目標達成に向けてター

ゲットをできるところから設定するということが必要ではないか，そして，そ

れに基づいてアクションプランを具体的に作成していくということが必要だろ

うと思っています。また，多文化共生の方向性を示す取組を積極的に評価して，

その事例を紹介していくということを検討すべきではないかと思います。多文

化共生，目標であって到達点が見えにくいということはありますけれども，一

定程度達成しているような取組を積極的に評価して発信し，共有するというこ

とが重要だろうと思います。 

  教育の世界では外国人の子供の不就学の問題，これも今回，大きな論点にな

ると思いますけれども，こうした不就学の子供の実態把握から，就学につなげ

ていくような自治体やＮＰＯなどの取組を積極的に評価して，常に発信してい
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く，それは，どのようなことを進めていけばよいかを具体的に示していくこと

になるのではないかと。 

  現時点では外国人の受入れ策，自治体間の格差が非常に大きいと思うんです。

そこに濃淡はあっていいんですけれども，一定レベルを担保して格差を解消し

ていくには，やはり一定の基準や方針が重要だろうと考えています。 

  以上，多文化共生についての基本的な捉え方であるとか，具体的にその共生

に基づいてどんな施策を行っていくべきかという，方向性をちょっとお話しさ

せていただきました。以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  今，佐藤委員から御指摘があった点で言うと，新型コロナウイルス感染症の

下での現状についても事務局から少しお話を伺えればと思います。ちょっとそ

れは準備していただいて，まずは田村委員から，先ほどの御発言に引き続いて

御発言をいただければと思います。 

○田村委員 ありがとうございます。先ほどはこれまでの取りまとめに関しての

コメントでしたので，ちょっと短かったんですけれども，今後のところで言い

ますと，今，佐藤先生がおっしゃった多文化共生というキーワードを今回の有

識者会議で使うかどうかというところも議論が必要なのかなと思います。私は

使っていいんじゃないかと思っております。ポイントとしては，やはり２００

６年の総務省プランですね。これで多文化共生の定義づけをしまして，それを

目指していくのだという方向を確立させ，自治体施策の体系的，計画的な推進

ということで多文化共生というのを掲げてきました。これはあくまでも自治体

施策としての多文化共生推進ということで方向性を示してきたものですけれど

も，そのときに参照しましたのは各国の移民政策ですので，基本的にはこれは

自治体のというよりは，国としてやるべきことの裏返しといいますか，表裏一

体で整理をしたものです。私は，今日の話題でいうと資料５の方になるのかな

と思いますが，施策の柱としても，この２００６年プランでいっておりますと

ころのコミュニケーション支援，生活支援，地域づくり，これに，昨年改訂を

しましてグローバル化への貢献というものが加わり，四つの柱となっておりま

すけれども，従来，総務省自治行政局国際室でやってきたのは，自治体施策で

必要なものを体系化したもので，これをそのまま今度はひっくり返して，国の

政策として考える際も，四つの柱というのは私は有効じゃないかなというふう

に思います。どんな社会を目指すのかという目標ですね，そこを今回，特に整

理をして示す必要があるのではないかと思います。 

  そこで申し上げますと，総合的対応策の資料４の上の四角囲みの最後のとこ

ろに，受け入れる側の日本人が努めていくことと，外国人側も日本の風土・文

化を理解するよう努めることが重要だとあり，そのとおりなんですけれども，
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やはりもう一方で，こちらも佐藤先生がおっしゃったように，国際社会の状況

を私たちが理解するということも大変重要ではないか。ＳＤＧｓもそうですし，

国際間人口移動に対する考え方ですとか，アジアの経済成長に私たちは余り目

が向いていないといいますか，まだやはり外国人というのは安い賃金でも喜ん

で日本に働きに来てくれる人たちだと勘違いしている人が多いですね。実際は

そんなのはもう３０年前の話で，アジアもかなり経済成長しています。ほかの

国々でも受入れ施策はどんどん進んでいく中で，むしろ日本は後れているんだ

と。もう少し国際社会に目を向けて，どのような施策が今の世界のスタンダー

ドであって，どのような国際間の人流が盛んに行われていて，その中で日本が

どのような立ち位置にあるのかということも私たちは認識しなければいけない

んじゃないかなと思います。 

  最後に１点，この総合的対応策ですね，前回出たのが，これもやはり２００

６年末ですね。このときのキーワードが『生活者としての外国人』というかぎ

括弧が付いています。このとき私，相当いろいろお伺いして，これは何ですか

と聞きましたら，政府として新たな外国人受入れの議論をすることはまかりな

らんということになっておると，なので，事情はさて置き，今日本にいる外国

人の人を『生活者としての外国人』と定義して，ただ，その人たちに対して何

らかの対応策は立てなければいかん，そういう意図で『生活者としての外国人』

というかぎ括弧付きの総合的対応策を作ったんだと当時の関係の方に聞きまし

た。ただ，それは結果的によかったと思っています。これは文化庁においても，

生活者としての外国人に対する日本語ということが進みましたし，この人たち

は出稼ぎで一時滞在者じゃなくて生活者なんだと，こういう認識が広まるきっ

かけにはなったと思うんですね。 

  だとすると，今回，我々の有識者会議も，何らかの新たな定義づけ，方向性

に加え，今私たちの隣人として迎えている外国人の人たちはこういう人たちな

んですよということの何らかの定義づけだったり，意味づけだったりというこ

とを発信していく必要もあるのかなと。こういうワーディングってすごく重要

で，私は２００６年の『生活者としての外国人』という言葉について，あのと

きはチッとちょっと思ったんですけれども，結果としては認識が変わるきっか

けにはなったと思います。 

  今回でいいますと，やはり国際的な人の移動は更に加速をする，ただ，これ

はコロナでちょっと止まったりもしていますけれども，こういう事態を私たち

はどう捉えて，外国人，日本人，二項対立ではないんだけれども，これからこ

の人たちを私たちの地域社会はどのように受け止めていくのかということの，

何か発想の転換になるような新しいキーワードが示せればいいなというふうに

思っています。 
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  取りあえず，ここまでのところでは以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  １ラウンド回って，高橋委員，更に付け加えることはございますか。 

○高橋委員 ありがとうございます。皆さんおっしゃっていること，私も非常に

勉強になります。よく理解できますし，おっしゃるとおりだと思います。生活

者という言葉がいいかどうかは別として，日本人対外国人ということではなく

て，外国人とあえていいますが，彼らに日本の社会の中でいかに活躍していた

だくか，住み心地いいと思っていただくか，そのために，私はもちろん日本側

も変わらなくてはいけないと思いますが，外国人の日本に対する理解というも

のも同時に必要だと思います。今は非常に頑張っている自治体とそうでないと

ころの差が大きいので，受入れ体制，それから外国人側の動きにも非常に差が

あるんじゃないかと思います。国として，移民政策とはいわないまでも，どう

いう基本的な考え方で，どういう社会を目指して，その中に外国人をどういう

ふうに包摂していくのか，あえて外国人という必要もないのかもしれませんが，

そういうことを考えていかなくてはいけないというふうに思います。皆さんの

おっしゃることに全面的に賛成いたします。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，近江課長，もしよろしければ，少し新型コロナウイルス感染症下

での現状の問題等について，短期的なことも含めて，情報をいただけるものが

あれば，お願いします。 

○近江政策課長 座長，ありがとうございます。現状について，数字的なものを

今お示しすることができず，申し訳ないのですが，これまで政府としましても，

コロナ禍におきまして，在留外国人の方々の困難な状況が顕在化してきたとこ

ろがありましたので，先ほど申しました関係閣僚会議の下，政府全体で，困窮

した我が国に在留する外国人への緊急対応を取りまとめた対応策について，御

紹介させていただきます。こちらは，全ての問題を網羅しているわけではあり

ませんが，政府全体で取った直近の対応策でございます。 

  三つの大きな柱がございます。まず一つ目は，報道などでも御覧になってい

らっしゃると思いますが，帰国したいけれども帰れないという方々への支援で

す。日本でもう職もなく，在留期間も切れているので，受入れ国，国籍国に帰

りたいというような方でも，自分の国籍国への飛行機が飛ばないといった問題

がありまして帰れない方々が増加していました。それへの対応がまず一つ目で

す。二つ目は，就労，生活支援です。景気後退によりまして解雇されたり，職

を失った方々が発生しているということで，こちらについての対応もしており

ます。三つ目は，全体に関わる話でもありますが，情報提供と相談体制をこれ

まで以上に強化していくということです。この３本柱で今まで取り組んでまい
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りました。 

  具体的な内容を御説明いたします。まずは早期の帰国支援でございますが，

御承知のとおりベトナムへの飛行機が飛ばないという問題，ベトナム側での隔

離施設の問題などありまして，帰りたい外国人の方が帰れずに，在京のベトナ

ム大使館や，いろいろな支援者のところに身を寄せておられることを，恐らく

報道で御覧になっていると思います。政府といたしましては，帰っていただく

ための交渉をベトナム政府，在京ベトナム大使館などと行いまして，帰国を促

進しております。また，出入国在留管理庁におきましては，帰国困難な方々に

つきまして，特に短期滞在という，もともと就労できない在留資格の方々にも

少しでも生活をつないでいただくために，アルバイト等の資格外活動の許可を

するなど，在留資格上の手当てを１２月から進めているという状況でございま

す。 

  就職支援につきましては，これも引き続きですけれども，出入国在留管理庁

といたしましては，特に技能実習生で解雇された方々に対する措置として，特

定活動の６か月という形で，同じ職場で働く方には在留を続けていただくよう

な措置をとったり，解雇されてしまった方々であっても別の，技能実習職種と

は異なる職種にも，最大１年間，移っていただくという措置をとっています。

これも今のところ３，５００人ぐらいの方々に利用していただいているという

状況でございます。 

  各省の施策でございますけれども，厚生労働省におかれましては，出入国在

留管理庁と連携をして，在留諸申請の際にハローワークに係るリーフレットの

配布をいたしまして，職業の相談，就職相談ができるように取組を行っており

ます。また，ハローワークが行う就職支援の内容につきましても，大使館や外

国人の支援団体の方々を通じまして幅広く周知を行うということを厚生労働省

が取り組まれているという状況でございます。 

  そのほかの情報発信につきましては，我々も四谷に昨年７月にFRESC（フレ

スク）という一元的な相談窓口，いろいろな省庁が集まって共生社会の基盤づ

くりをする組織を作らせていただいておりますけれども，そちらにおきまして

コロナ関係の相談のためのホットラインを作りました。加えて，外国人生活支

援ポータルサイトでの情報の集約・提供をさせていただいております。 

  各省もいろいろ多言語化をやっていただいているんですが，やはり外国人の

方々がいろいろなところを見るというのは非常に難しいということで，我々と

いたしましては，できる限りいろいろな支援策について分かりやすいように一

枚の紙にまとめ，配っていただけるような形の対策を取っております。まだま

だ不十分でございますが，各省と連携してやっていきたいと思っております。 

  また次回の会議などで，もう少し準備をして御報告できるようにしたいと思
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っております。今日のところは以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  今の御説明に関して，何か具体的な御質問等はございますか。あるいは，付

け加えるべき点があれば御指摘いただけますか。 

  田村委員，どうぞ。 

○田村委員 ありがとうございます。ワクチン接種に関して，外国人の方からも

いろいろな声を聞いております。また，自治体でも今，多言語のコールセンタ

ーを設けているというところも出てきております。そこで，できれば四谷の方

でも総合的な，もうやっていらっしゃるかもしれないですけれども，ワクチン

というのは全員が打たないと意味がありませんので，これから先どこかで，所

属というか，住所がないといいますか，住民登録にひも付かない人たちでも，

どうしたらいいかというのが相談できるような体制が必要だなと思います。そ

して，そのことを今後のセーフティーネットにつなげていくといいますか，管

理のために使うというよりは本人の権利のために使うというのがとても大事な

ことだと思います。今回のワクチン接種で住民の方の健康状態とか，例えば体

育館まで移動できるか，できないかということもすごくよく分かるので，私は，

防災の観点から，これを地域防災計画に使うべきだというふうに申し上げてい

ます。外国人の方も同じで，今までなかなか状況が分からなかったけれども，

これがワクチン接種を通してかなりのことが分かってくるので，これを次のセ

ーフティーネットに生かさない手はないじゃないかと思って，いろいろな自治

体にお声掛けしています。すると，いや，もう田村さん，その前段階で大変な

んですよと，そもそもどうやってみんなに伝えたらいいか分からないし，ワク

チンに関しても，例えば中国ワクチン以外はハラルじゃないといううわさが出

ているけれども，確認したらそうでもない。外国人の間でどのワクチンを打ち

たい，打ちたくないとかいうのもあり，いろいろな混乱もあります。そこで，

例えば，出入国在留管理庁の方でもこういう形でバックアップしますよという

ものがあれば，とてもいいんじゃないかなというふうに思います。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  ほかにございますか。 

  もしなければ，今日，林委員は御欠席ですが，事務局に御意見をお伝えいた

だいているということですので，全体の問題意識を共有するためにも，事務局

から御紹介いただけますか。 

○近江政策課長 座長，ありがとうございます。それでは，林先生からいただき

ました御意見を御紹介申し上げます。いただきました御意見をそのまま読ませ

ていただきます。 
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  原案では教育分野における取組が前面に出されており，歓迎。さらに保険医

療，社会保障における取組も必要。保険医療については言語のバリア等による

情報不足を解決するために，医療現場でのやさしい日本語の普及やＩＴを活用

した医療通訳の普及などを行い，アクセスを改善する。医療保険や生活保護の

適用は，戦後の歴史を踏まえつつ，国民全体に受け入れられる公正な制度を構

築することが重要。各国との社会保障協定の締結により年金のポータビリティ

ーを図る等，移動する人にも公正な制度を構築するのが必要ということでござ

います。 

  ＳＤＧｓの関係でも御意見いただいております。ＳＤＧｓにおける以下のよ

うな移民関係の目標，取決めを十分に勘案し，日本の方針に取り入れることは

重要。ＳＤＧｓ１０．７を実施するための移民に関するマラケシュ・グローバ

ル・コンパクトなど，こういう移民関係の目標取決めを十分に勘案すべきとい

う御提案をいただいております。一方，国連レベルの議論と国内議論とバラン

スを取るようなスタンスが必要。日本の外国人施策には住民登録への外国人の

統合，技能実習による技能の還流，二国間協定に基づいた受入れ，アジア健康

構想等，諸外国に発信するべき内容も少なくないことを確認したい。 

  今後は外国人と日本人の境界ともいうべき外国背景を持つ人々，日本国籍取

得者，日本人で外国生まれ・育ち，親が多国籍等の人々が増加することが見込

まれている中，外国人と日本人の二項対立ではない概念整理が必要。また，日

本国籍取得者も増加しており，将来的に続く人口減少も見据え，新しい日本人

像の確立が必要。しかしながら，人口減少を移民で補充という考えは既に２０

００年代に否定されており，人口減少を穴埋めするという外国人受入れではな

く，ダイバーシティに富んだ日本社会構築のために外国人共生社会を創生する

というスタンスが重要。本有識者会議では二重国籍や選挙権といった論点には

踏み込まないとされているが，それらについての国際的動向など，各種情報を

共有することは重要。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。幾つか既に御発言された委員の論

点と重なる点も含めて御紹介いただいたと思っております。 

  それでは，今までの発言を受けて，委員の間で自由に御議論を少しやってい

ただければ結構かと思いますが，何か追加的に御発言ございますか。 

  もし，論点として見ると，いろいろ出したということであれば，少しこれか

ら議論を進める方に移っていきたいと思います。今お話を伺った限りで言うと，

私として今ここで全てをまとめることは不可能なんですけれども，ただ，いた

だいた意見の中で言うと，一つは，コンセプトに関する問題がありました。外

国人と日本人という二分法というのでいいのかというような論点ですね。そう
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いうことになってきますと，世の中で行われる通常の様々な区別，区別に基づ

いた人権状況がどうなっているのかというような論点まで広がっていくわけで

すね。そうすると，全ての人々に対する人権を踏まえた上での共生と，その際

に，もちろん外国籍であるか，日本国籍であるかということは一つの大きな指

標ではありますけれども，それのみにとらわれているわけにはいかないという

ような論点もあったと思います。 

  そのときに，果たしてそういうものを多文化共生という言葉で一まとめにす

るのがよいか。共生というのはこの有識者会議の中にも使われている言葉です

ので，これを否定するというのもなかなか具合が悪いわけですが，その前に多

文化，文化というのを入れるのがいいのか。これをどういうふうに考えるべき

かというような論点もあると思います。そして，そのコンセプトをどういうふ

うに作っていくかということは，田村委員がおっしゃったように，生活者とい

うコンセプト，当初は違和感があったけれども，結構使えたなということであ

るとすると，どういうコンセプトを我々として考えていくのがいいかというよ

うな論点もあろうかと思います。 

  そして，そこから関連してくるのは，やはりある種，定常状態における共生

社会の在り方と，それから緊急事態における状況，その中でどうやってセーフ

ティーネット，あるいは人権，あるいは人間の安全保障というか，誰ひとり取

り残さないというか，そういうものをどうやって確保していくかというような

論点も出てくるかと思います。 

  そしてまた，お話を伺っていて非常に感じたのは，一つはやはり国際的な視

点，日本だけでこの問題をやっているわけではないということで，東南アジア

のみならず，それ以外のところも含めて，それぞれの地域の状況というものを

十分把握した上で，日本の今後の共生社会の在り方を考えなければいけないし，

国際的な他の状況もそうですけれども，国際社会における規範といいましょう

か，ＳＤＧｓというお話も挙げていただきましたけれども，国際社会のノーム

ズ，規範がどういう方向に動いているのかということもやはり十分に確認した

上で，日本の共生社会というのを作らなければいけないというようなことが議

論されたかと思います。 

  それから，もう一つ，伺っていて，やはり私もそうだなと思いますけれども，

日本の中の地域差ですね，非常にこれまでも懸命な努力を続けて，様々なよい

慣行を作り出している地方自治体もあれば，ほとんど経験したことがないと言

っている地域もある。それから，受入れ団体にしても，恐らくよりよいやり方

を取っているところと，非常に困難を抱えているというようなところもある。

そういう日本の中での違い，経験，こういうものをどうやって共有し，よいや

り方を広げていくか，スケールアップしていくかというような論点も御指摘さ
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れたんじゃないかなというふうに思います。 

  そして，何よりも，このようなことを進めていくに当たって，抽象的あるい

は政策的な観点を進めるにおいても，当事者の声というものをしっかりと聴い

ていかなければいけないというような，今伺っていて，私としてみるとそのよ

うなところが重要かというふうに伺いました。委員の御発言を十分酌み取れて

いないところが多々あると思いますけれども，後で事務局でよく整理していた

だいたらいいと思っております。 

 

（３）外国人との共生社会の在り方及び取り組むべき中長期的な課題について 

○田中座長 それで，もしよろしければ，今後の進め方ということに関連して，

どういうところをこの有識者会議で重点的に話し合っていくべきかということ

に最後の時間を使わせていただければと思っております。 

  最後，資料５のところを説明いただいて，それから，各委員からそれぞれ重

点事項について御発言をいただければと思います。 

  それでは，近江課長，お願いします。 

○近江政策課長 座長，ありがとうございます。資料５として，外国人との共生

社会を実現するために取り組むべき重点事項（案）というものを作成しており

ます。こちらにつきましては，先ほども御紹介いたしました総合的対応策令和

２年度改訂を踏まえますとこの五つのポイントになるのかなというところをま

ず，組み立てました。我々のところに寄せられている全国知事会や市長会など

からの御要望や，個別に行った『国民の声』を聴く会というヒアリングの結果

も踏まえ，この資料を作成させていただいております。また先生方から御意見

いただければと思っております。 

  ５本柱を簡単に申し上げます。日本語教育を中心とした我が国社会に適応す

るための支援については，自治体からはやはり財政負担の軽減をしてほしいと

か，国庫補助率の引上げをしてほしいなどという御要望が強かったと承知して

おります。 

  次に，外国人の子供に対する支援でございますが，こちらにつきましても，

大体この三つぐらいに集約されています。未就学，最大で２万人という数字も

出ております。就学状況の把握，就学促進のための取組の支援などをしてほし

いという御要望をいただいております。 

  ３番目が行政・生活情報の多言語・やさしい日本語化，相談体制の整備でご

ざいます。こちらは一元的相談窓口等への支援の拡充ということで，出入国在

留管理庁の方で自治体に受入れ環境整備交付金を交付しておりますけれども，

その交付金の拡充や，その使い方の利便性の向上というところを言われており

ます。あとは，全体といたしまして，国による多言語，やさしい日本語もそう
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ですけれども，その多言語化の情報発信の環境整備と，早く正しく発信してほ

しいということをいただいております。 

  ４番目でございますが，こちらは総合的対応策に余りクリアアップして載っ

ていないんですけれども，これだけ外国人の方々が増えておりますので，やは

り専門的な人材の育成が必要ではないかということをいただいています。出入

国在留管理庁で全部支援できないでしょうというお声もたくさんいただいてお

りまして，そういう中で，より外国人の方々，支援を必要としている方々に近

い方々を育成していくべきだという観点からいただいております。自治体が行

う人材の育成とか，個別には社会福祉の専門知識を持っていらっしゃる方，そ

れから，言語能力や知識を有した相談員の方々を配置してほしいということを

いただいております。 

  最後に，基盤といたしまして，在留管理体制の構築という，この五つを挙げ

させていただいております。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，今の重点事項について，それぞれ委員から，今のものに関連して

も，関連しなくても結構ですので，順番に御意見を伺えればと思います。それ

では，これはあいうえお順で，池上委員からお願いできますか。 

○池上委員 池上でございます。今の五つある中の２番目，外国人の子供に対す

る支援ということで，この分野はそれこそ佐藤先生の専門ですけれども，かな

り進んだ部分も確かにあると思います。一方で，この間ずっと手つかずだった

部分もあって，その中の一つ，そして，ここに全く抜け落ちていることは，外

国人学校をめぐることだと思います。外国人学校というのは当然，多様です。

皆さんも足を運ばれたことあると思うんですけれども，実に多様で，ものすご

くしっかりしたところもあれば，大分リーマンショックのときで消えていった

わけですけれども，ちょっと刺激的な言葉を使えば子供置場のような形のとこ

ろもありました。これは過去形で言いましょう，ありました。今，リーマンシ

ョックを経て１０年以上たっている中で運営しているところが増えている。で

は，その外国人学校というのを，私たちは共生社会ということを考える上でど

う位置づけていくんだろうか。あるいは，外国人学校での学びというのが，皆

さんこれも御存じのように，多くの子供たちは日本でその後，生きていくわけ

ですけれども，日本で子供たちが生きていくことを前提としたときに，どうい

うものであるといいのか。その辺り，余り実は国の機関では正面から議論され

てこなかった問題なんですが，地方レベル，特に市とか県のレベルでは，大き

な枠組みで制限がある中，いろいろな取組がなされているところだと思います。

外国人学校をめぐる位置づけとか，その役割とかということについても検討が
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できるといいいなと私，感じました。これが１点です。 

  もう一点は，この五つの柱の４番目，専門的な人材の育成に関することです。

ここには余り特出しされていませんが，やはり地域の日本語教室を支える人材

というのが地域レベルではとても重要な多文化共生のアクターだと私は認識し

ています。ただ，これも皆さん御存じのように，ボランティアに頼る部分がと

ても大きいんですね。ここ２０年ぐらい見てみると，当然のことながら，そう

したボランティアの方も高齢化が進んでいます。学習支援をしているとか，日

本語の支援をしているという方々が高齢化していくんですね。例えば，２０年

前に４０歳で始めた方が今，６０歳です。２０年前は子育てを終わって５０歳

だった方が，今はもう７０歳ですよね。そうすると，若い世代の人たちがそこ

に参入してくるかというと，実はなかなかそうはいかない。というのは，それ

こそ昭和の時代は夫が働いて妻は専業主婦で，子育てが終われば時間があって

という人たちがこういうボランティアに参入していた図式が結構あったと思う

んですけれども，今はもう若い人たちはみんな共働きで，とてもボランティア

をやるような生活の余裕がないわけですね。したがって，グループが高齢化し

ていって，そこを補充することがないまま，支援が必要な人たちはどんどん増

えていると，こういう図式が地方ではあちこちで出ております。 

  一方で，若い人たちに目を転じると，例えば今の２０代の人たちを見てみる

と，自分の子供の頃にクラスメイトに外国人がいたと，いろいろ困っている様

子なんかも見たり，あるいは部活で一緒に頑張ったりというので，大人世代と

は全然違う認識をしているんですね。そういう人たちの中に，自分も多様な文

化的背景を持った人と関わりたいという強い気持ちを持って，例えば大学で学

んだりという人たちもいます。ただ，とても残念なのは，そうやって大学で学

んだことを生かして専門で飯が食えるかというと，食えないですね。なので，

そういった若い人たちの気持ちが形になっていくような，専門的な人材が職業

として成り立つような枠組み作り，特に持続可能な枠組み作りを今後，ちゃん

と考えていかないといけないなと感じました。 

  以上２点です。ありがとうございました。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，佐藤委員，いかがでしょうか。 

○佐藤委員 この五つの柱，基本的にこういう柱でいいのではないかというふう

に思います。ただ，個別の問題で言いますと，今，池上先生からも子供の教育

のところで外国人学校が出てきたんですけれども，もう一つ，ここで是非議論

をすべきなのが，定住傾向が強まれば，進路やキャリア形成という視点がどう

しても大事になってくるんですね。子供の進路をどう切り開いていくのか，高

校進学をどうしていくのか，希望すれば高等教育への進学も可能にしていく必
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要があるわけですね。それから，高校卒業後に就労を希望する場合，在留資格

の変更が可能になりましたので，これは大きな前進だと思いますけれども，就

職希望者に職業訓練機会を提供する，こうした進路やキャリアについて，これ

から日本社会で生きていく子供たちのためには，どうしてもこの子供の支援で

は必要だろうというのが一つです。 

  それから，二つ目，日本語教育ですけれども，タイトルがちょっと気になる

んですね。日本語教育というのが我が国の社会に適用するための支援でいいの

かどうか。つまり，共生という言葉を中心に進めていくのであれば，適用する

ための支援が必要というのは言うまでもないんですけれども，社会参加といっ

たような表現の方が適切ではないか。もともと日本語教育では，やさしい日本

語というのは初歩的な日本語レベルというだけではなくて，地域での共通語と

してのやさしい日本語という意味合いがあるというふうにいわれていますので，

そうした意味でも，このタイトルに若干違和感を感じます。そして，今，池上

先生とも問題を共有していますけれども，やはり専門人材のところで日本語を

指導する人材育成というものを，少しやはり明確な柱にする必要があるのでは

ないか，これを日本語教育にするのか，共生社会を支える専門的人材の育成に

するのかどうか，どこに入れればいいのか，どちらでも結構だと思いますけれ

ども，いずれにしても今，日本語教師の国家資格化なども議論されていますの

で，そうした日本語教育に関わる専門人材の育成というところを少し議論する

必要があるのではないか。 

  それから，三つ目です。入国後の議論が中心ですけれども，事前の情報提供

についても少し議論をする必要があるのではないか。特定技能制度で来日を希

望する人を対象にした日本語教育が実施されていますけれども，教育とか福祉

とか医療など，生活の基本になる情報提供も必要なのではないか，そうした仕

組みをどう作っていくのかというようなところを少し議論ができればいいなと

いうふうに思っています。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは続いて，高橋委員，いかがでしょうか。 

○高橋委員 私も大きな柱立ては，これでいいかと思うんですが，ただ，働く外

国人という意味での雇用とか労働環境のことが，どこに入るのかなというのが

一つ，論点としてはあると思います。 

  それから，日本語について申し上げますと，実は私も外国人学校の役割につ

いて非常に気になっていまして，不就学児童が多いといいますが，この中には

かなり外国人学校に行っている子供たちもいると聞いています。それから，外

国人コミュニティーの強いところでは，この外国人学校に対する支援を求める
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声も随分出てきているとも聞いています。そのため，外国人学校の位置づけも

含めて，日本語だけではなく，子供に対する教育という観点から，どうするの

かということの議論が必要ではないかと思います。そういう意味で，国，自治

体，企業，市民の日本語教育の在り方についての役割分担，それから，誰にど

ういうステージでどういうふうに教えるのかということ，親が日本語ができず

に子供だけが日本語ができる家庭もいると聞いていますので，社会参加という

意味でも，誰も取り残さないという意味での日本語教育の体系をどうするべき

なのか，もうちょっとパッチワークでない議論が必要かなと思います。 

  それから，これも同じ観点ですが，日本語を教える日本側の人材ですね，特

にＮＰＯとかでは相当ばらつきが大きいと聞いていますので，やはり底上げも

含めた，教えるための体制整備，人材育成というのが必要ではないかと思いま

す。 

  それから，情報提供，相談体制のところですけれども，ここも，外国人学校

ではないですが，外国人コミュニティーといいますか，そことどう自治体が連

携するのか，また企業が連携するのかという視点も多分，必要なのではないか

と思います。結局，教育もコミュニティーもそうですけれども，確かに日本人

と外国人とを分けてはいけないと思いますが，逆に外国人は，母国のアイデン

ティティーを残したいというような人たちもたくさんいるわけでして，そうい

うことも含めてどう付き合っていくのか。私も若いときにしばらく海外におり

まして，やはり自分の子供の教育だとかで，日本人学校に通わせるとか，ある

いは，日本人のコミュニティーがある中でどうやってその国に溶け込んでいく

のかということについては結構悩むといいますか，感じた点があります。 

  それから，最後に，先ほどもちょっと申し上げましたけれども，働くという

観点ですね，やはり教育を受けて就労する，そして社会人として社会参加して，

かつ年とともに所得も増えてというような形に持っていかなければ住みにくい

わけでして，そういう意味で，高校辺りから大学までの職業教育，あるいは社

会人になってからの高度な日本語とか，それから日本の雇用，労働，職場の中

での生き方みたいなところまで含めて，これは外国人側への教育と，それから

企業の側の意識改革とかといったことも必要だと思いますけれども，そういっ

たことも考えるべきではないかと思います。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，お待たせしました，田村委員，どうぞ。 

○田村委員 ありがとうございます。全体としてこの五つが，ちょっと種類が違

うのが混在してしまっているかなという気がしておりまして，ＷｈｙとＷｈａ

ｔとＨｏｗが混在しているような気がするんです。 

  一つ目の項目は，先ほど佐藤先生もおっしゃった，日本社会への適応という
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のがちょっと僕もしっくりこないんですけれども，いずれにしても，ここは日

本語教育のことを使っていて，それがどういう方法なのかというのは別のとこ

ろで議論した方がいいかなと。ここにＷｈａｔの，つまり何をするかだけを載

せるのであれば，この並びの中でちょっと用語の整理をした方がいいかなと思

います。一つ付け足していただきたいのは，外国人を対象とした施策も大事な

んですけれども，日本社会向けといいますか，地域での交流機会の創出だった

り，日本社会を対象とした，例えば異文化理解とか，コミュニケーションスキ

ルを習得するような機会とか，住民間の交流とか，そういうものが大変重要だ

と思いますので，Ｗｈａｔの中にもう１項目足していただければいいかなと思

います。やはり外国人の方を受け入れるに当たっての日本社会側の変容といい

ますか，それがとても大事で，これはダイバーシティというテーマは全部そう

ですね。女性の活躍促進は大事なんだけれども，男性の意識変革も同時にやら

なければいけないとか，外国人受入れで外国人の側が日本語習得するのも大事

だけれども，日本人の側が異文化理解を促進していくということも同時にやら

ないと共生社会にならないので，項目としてはそこを１項目，足しておく必要

があるのではないかなと思います。 

  あと，Ｈｏｗの方ですね，どのようにそれを実現していくのかという中で言

いますと，人材育成というのは，それはＨｏｗの方に入るのかなというふうに

思います。ただ，大変重要なことでして，この間なかなか多文化共生社会が前

に進まないなと思う一番の要因は，人材のところに予算が付いていないという

ところです。これは，例えば今，ベトナム人がぐっと増えて，法務省でも交付

金を付けて，ワンストップ，いっぱい増えましたけれども，もうベトナム語の

相談員がおりません。全国で募集いっぱい掛けていますけれども，いい人が採

れない，採れても辞めてしまう。結果，工場で働いた方が賃金がいいと，もう

今，引く手あまたです。それだけ人材育成を怠ってきたということです。私は，

東京外大と大阪外大の両方でボランティア論を全部合わせて１０年教えていま

したけれども，本当に語学堪能な学生の就職先がないんです。特に公共機関で

ですね。警察ぐらいですよ。警察庁だけしっかり通訳として人材を採っていま

すけれども，なぜ厚生労働省や文部科学省も通訳人材を採らなかったのか。自

治体でも今，相談員の契約は１年契約の本当に賃金の安い嘱託なんです。そん

な条件ではいい人を採れないですね。結局，出口がないのでどこの大学も育成

をしなかった。結果的に共生社会を支える人材がもうほとんどいないです。 

  今，唯一頼りなのは日本語ができる外国人です。この人たちに本当に厚遇で，

ちゃんとした身分で，相談員だったり，共生社会に必要なところに就いてもら

わないと，日本の共生社会は本当に実現できない。予算が１００倍になっても

突然相談員は１００倍に増えないし，日本語教育もしかりですね。ボランティ
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アにずっと頼ってきたので，日本語教師は食えないということになっています。

日本語教育の予算が１００倍に増えても，日本語を教える先生は急には１００

倍に増えないですから。この人材育成はとても大事なんですが，何のために人

材育成するんですか，どんな施策を打つんですか，どのぐらいの人材が何人ぐ

らい必要ですか，だから，そこに向かって育成していきましょうと，多分こう

いう順番だと思いますので，この資料５に書かれてある施策の中に人材育成と

いうのを，重要だけれども，入れるべきかどうかということを，次回以降のこ

の有識者会議で議論していただきたいなと思います。 

  もう一点だけ，Ｈｏｗ，どのように実現していくのかというところで，人材

育成と併せて重要なのが，やはり各関連機関の連携だと思います。今，自治体

は入管との情報共有がうまくできていないなという印象を持っています。特に

技能実習ですね，住民登録上は技能実習生がいるらしいけれども，どこで働い

ていてどういう状況なのかを自治体が把握するすべがないと言っています。そ

れは入管の地方局だったり，あるいは本庁だったりが，自治体との連携をもっ

と図っていく必要があると思います。やはり外国人住民の方が一番接点が多い

役所というのは自治体と入管局だと思うんですよ。ここでの情報提供，四谷で

いろいろされるのも大事だけれども，実は品川で情報提供をもっとやった方が

いいんじゃないかと思います。入管局と自治体というのが一番，日本の役所の

中では外国人住民との最前線の接点になっています。そこが今，余り連携でき

ていないという声を私はよく聞きますので，出入国在留管理庁として，せっか

くある地方局，これが共生社会の推進というところでどういう役割を果たして

いくのかということも，論点としては加えていただければいいのではないかな

と思います。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  この事務局で用意していただいた重点事項に対していろいろ御見解をいただ

きました。近江さん，今後これを整理していただいて，次回以降の議論の中で，

今いただいたような意見を反映できるような形にしていっていただければと思

っております。 

  私からも１点だけ，皆さんの言ったことに加えて，申し上げさせていただき

たいのは，３番目のところに，行政・生活情報の多言語・やさしい日本語化，

相談体制の整備とあるんですけれども，多言語・やさしい日本語化というのは，

必ずしも情報提供だけの場面で起こることではないんじゃないかと思うんです。

最もクリティカルなのは病院ですよね。病気になったときにちゃんとお医者さ

んと意思疎通できるのかということが，やはり，これはどこの国で暮らしてい

ても一番心配なところなんですね。元気なときは別にいいですけれども，そう
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でなくなったときに，どういうふうに相談ができるのか，あるいはお医者さん

に伝える，お医者さんから意見を伝えてもらう。ですから，ちょっとここのと

ころですね，多言語・やさしい日本語化については，単に情報を窓口で伝える

ための多言語化・やさしい日本語化じゃないということを御留意いただければ

と私は思います。 

  これは，お医者さんが多言語になるというのもなかなか難しいので，お医者

さんにやさしい日本語をしゃべってもらわなければいけないという局面も出て

くる，そうするとお医者さんをどうやって教育するかという問題も出てくる。

看護師さんにどうやって教育するかという問題も出てくる。様々な取組はもう

いろいろなところで行われていると思いますけれども，そういうところも少し

含めていただければと思います。 

  何か近江課長の方から，お話を伺った上での感想とか，今後の方針とか，あ

りますか。 

○近江政策課長 座長，どうもありがとうございました。先生方からいろいろ議

論を深めていただきました。我々も勉強不足の点もあり，本当に申し訳なかっ

たと思っております。次回は３月に予定されておりますので，それまでの間，

この資料５については一度整理をさせていただきます。重点事項をもう少し細

かく，どういうところを議論していただくかということをブレークダウンし，

座長と相談しながら，また，先生方の御意見も聴きながら，次回第２回に，何

を議論するかということも含めて早急に対応したいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  そろそろ予定された時間の終わり頃に近づいてきたんですけれども，この際，

委員から何か今の段階で御発言しておきたいということがございますか。 

  よろしゅうございますか。それでは，今，近江課長からおっしゃっていただ

いたような方向で，取りあえず，この五つについては整理していただくととも

に，次回，何をするかということは，これは具体的に決めなければいけません

ので，少し事務局と私の方で相談して，また先生方に個別に御相談することも

あるかもしれませんけれども，それで次の議題を決めていきたいと思います。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

○田中座長 それでは，最後に事務的な手続とかあれば，事務局からお願いいた

します。 

○近江政策課長 座長，どうもありがとうございます。資料６の方でスケジュー

ルを書いておりますが，次回が来月の２４日，その後，５月ぐらいまで月に１

回ぐらい開催いたしまして，６月頃をめどに関係閣僚会議への御意見を提出い
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ただくことを予定しております。これから正に重点事項を決めて，どういう構

成でやっていくかということをお諮りしたいと思っておりますので，月に１回

という頻度になりますが，よろしくお願いしたいと思います。 

  今日はどうもありがとうございました。 

 

３ 閉 会 

○田中座長 それでは，本日の会合はこれで終わりにしたいと思います。 

  お忙しいところ御出席，ありがとうございました。それから，関係省庁の皆

様方もどうもありがとうございました。それでは，失礼いたします。 

－了－ 


